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基本理念：持続可能な国民健康保険の運営

あるべき姿：県民が健康な暮らしを送れる、いざという時に安心して医療を受けられる国保制度

滋賀県が目指す国保
公的医療保険
制度の一元化

あるべき滋賀県国保の実現に向けた取組を行うとともに、改正法施行後５年程度で国において実施される国保制度の見直しの状況を勘案しつつ、 令和６年度
以降の出来るだけ早い時期の保険料水準の統一や更なる事務の効率化、標準化、広域化について検討し進めていきます。

基本理念を実現するための３つの方向性

１ 保険料負担と給付の公平化 ２ 保健事業の推進と医療費の適正化 ３ 国保財政の健全化

被保険者の負担の公平化を実現するため、県
内のどこに住んでいても、同じ所得、同じ世帯
構成であれば同じ保険料（税）となる保険料水
準の統一を目指す。

保険料負担と均衡のとれた保険給付サービス等につい
て、県民の理解、関係者間での丁寧な議論が必要となる
。

①標準的な収納率を納付金算定に反映させることや、出
産育児一時金、葬祭費を各市町で支え合う経費とし、
被保険者の負担の公平化をさらに前進。

⇒収納率の反映により激変が生じる市町に対し、激変
緩和を実施

②決算補填等目的の法定外一般会計繰入は、原則として
行わない。

③市町事務の効率化、標準化、広域化による給付サービ
スの平準化を推進

・市町の補助金申請事務等の負担軽減

・高額療養費の支給事務の簡素化検討

県は、保健事業の推進により、県内のど
こに住んでいても健康的な生活を送れるこ
と、そして、結果的に医療費の適正化につ
ながる好循環のシステムづくりに取り組む
。

① 保健・医療・介護等のデータ分析に基
づきデータヘルス計画を県、市町ともに
推進。

・ターゲットを絞った受診率向上対策

・糖尿病性腎症重症化予防プログラム等
に基づく事業の実施

② 後発医薬品の使用促進や重複頻回受診
者等訪問指導事業（薬剤師会との連携）
等の取組を実施。

③ 県保有情報を活用した県による保険給
付の点検・柔整療養費の患者調査を実施
等。

医療費適正化への取組などの保険者とし
ての努力に対するインセンティブを活用し
、財政基盤の強化に係る取組を進める。

① 医療費適正化への努力などに応じて交
付される保険者努力支援制度に係る取組
を進め、財政基盤を強化。

② 市町において赤字が生じた場合には、
市町毎の赤字削減・解消に向けた取組、
目標年次等を市町と協議の上定める。

③ 保険者規模別収納率を設定や徴収アド
バイザー派遣事業等を実施し、収納率の
底上げを図る。

○市町個別の財政運営では厳しい状況に至っている。
○本県は平成30年度から医療費を各市町で支え合うこ
とにより、被保険者の負担の公平化に一歩踏み出し
ている。

○医療費が経済の伸びを上回って増加。
○県民の自主的な健康管理、疾病の発症・重
症化予防の取組を進めていくうえで、今後、
県が担う役割は大変大きくなっている。

○国保財政を安定的に運営していくために
は、原則として必要な支出を保険料や国庫
負担金によって賄うことにより国保特別会
計の収支が均衡していることが必要。

（２）滋賀県における取組状況 滋賀県第２期運営方針の概要
計画期間 令和３年度～令和５年度

令和5年度中に次期運営方針策定予定
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支出

保険給付費に必要な費用
を全額、市町村へ交付

保険税（料） 保険給付費

支出

保険税（料） 保険給付費

納付金 交付金

都道府県の国保特別会計

市町村の

国保特別会計

Ａ市

公費

・国庫負担金
・保険税（料）軽減

等

収入

公費

・保険税（料）軽減
等

公費

・国庫負担金
等

収入

収入

Ａ市

市町村が個別に
財政運営

NEW！

NEW！

都道府県が
財政運営主体

納付金の財源

（～H29) （H30～)

（３）改革後の国保財政の仕組み

改革前 改革後

NEW！

市町村の

国保特別会計

被保険者 被保険者

支出
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市町が個別に保険料を設定 県が統一保険料を設定

令和６年度以降の出来るだけ早い時期の保険料水準の統一や更なる事務

の効率化、標準化、広域化について検討し進めていきます。

所得割 ＊％
均等割 ▽円
平等割 ★円

所得割 ☆％
資産割 ×％
均等割 ■円
平等割 ◇円

所得割 □％
均等割 ×円
平等割 ◆円 所得割 ▲％

均等割 ☆円
平等割 ※円

県内のどこに住んでいても、
同じ所得、同じ世帯構成であれ
ば同じ保険料となる。

保険料水準の統一

Ａ市

Ｃ町

Ｂ市

滋賀県

（４）保険料水準の統一に向けた取組み状況

（Ａ市 Ｂ市 Ｃ町）

【現行】 【令和６年度以降】

第２期国保運営方針

保険料率の決定権限は、
保険料水準の統一後も市町

被保険者の負担の公平化を実現
保険料水準を統一するための３ステップ

①医療費水準を納付金算定に反映させない（第1期運営方針で達成）
②収納率を納付金算定に反映させる（令和３年度～）
③市町ごとの収入、支出を県全体の収入、支出としていく（今後検討～）

１ 国保運営の状況
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（５）納付金等算定の流れ

分かち合い
納付金額

徴収する
納付金額

１ 国保運営の状況
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医療給付費等

1,150.2億円

公費等

832.9億円

県全体の
納付金額

（ 共通経費 ）

令和５年度滋賀県全体【主な歳出科目】

・医療給付費
９０７.６億円

・後期高齢者支援金
176.0億円

・介護納付金
55.6億円

・支え合い経費
（審査・出産・葬祭）

6.7億円

【主な歳入科目】

・普通調整交付金
64.4億円

・前期高齢者交付金
423.5億円

・国庫負担金
218.3億円

・都道府県繰入金
5２.５億円

・分かち合い公費
（保険者支援、過年度保険料等）

３６.9億円

・医療分211.9億円

・後期分 80.9億円

・介護分 24.5億円

（１）県全体の納付金額（仮算定結果）

（ 共通財源 ）

317.3億円

２ 県による令和５年度仮算定結果
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107.6億円

104.3億円

（１） 所得水準・被保険者数に応じた按分

・被保険者数に応じた按分額

所得係数βを設定し、県全体の納付金総額を所得水準・被保険者数に応じて按分
※所得係数 「都道府県平均の１人当たり所得」／「全国平均の１人当たり所得」

医療分 β=0.969 後期高齢者支援分 β=0.967 介護納付金分 β=0.946

「所得水準に応じた按分額」：「被保険者数に応じた按分額」

=「所得係数」：１ = 0.969：１…Ｒ５年度(仮係数)

・所得水準に応じた按分額

※医療分(211.9億円）

①

②１

β

Ｒ４年度 （β=0.991） （β=0.986） （β=0.966）

①104.3億円

②107.6億円

①×当該市町の限度額控除後の所得の全県に占める割合

②×当該市町の被保険者数の全県に占める割合
※ 「被保険者数に応じた按分額」について、均等割と平等割との比率70:30を設定

米原市の限度額控除後の所得 (38.5億円)

県全体の限度額控除後の所得(1478.8億円)

7千人(米原市) 4.4千世帯(米原市) 

254千人(県全体) 159千世帯(県全体) 

＝ 2.6%

×0.7＋ ×0.3 ＝ 2.76% 

①所得水準に
応じた按分額

②被保険者数に
応じた按分額

所得水準・被保険者数に応じた県全体に占める割合に応じた按分額を合算し、収納率反映前の納付金額を算定

104.3億円×2.6%≒2.71億円③

107.6億円×2.76%≒2.97億円④

米原市の
納付金基礎額
（医療分）

③ 2.71億円
＋

④ 2.97億円
＝

5.68億円

（２） 米原市の納付金の額

※医療分(211.9億円）

（２）米原市における仮係数での算定の概要①

※医療分（後期分、介護分も同様に算定）

２ 県による令和５年度仮算定結果
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（３） 米原市の納付金の額（各割合に応じて配分後、個別の調整）

5.68億円

●納付金基礎額（割合で按分した額）

＋地方単独事業の減額調整
＋収納率反映による調整
－激変緩和措置
－保険者努力支援交付金

●納付金の調整 ●納付金確定額（県へ支払う額）

5.71億円
（+ 0.87億円）

2.18億円

＋収納率反映による調整
－激変緩和措置

2.19億円
（+0.29億円）

0.64億円

＋収納率反映による調整
－激変緩和措置

0.64億円
（+92万円）

医
療
分

後
期
支
援
金
分

介
護
納
付
金
分

（ ）内は前年度の
本算定結果との差額

納付金総額 8.54億円（+1.17億円）

（２）米原市における仮係数での算定の概要②（納付金の算定）

２ 県による令和５年度仮算定結果
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・県への納付金のほか市として必要な経費を加え
る。
・個別に市に入ってくる収入を除く。
（上記の金額は市町が事前に県へ報告し、
これを基に県が標準保険料率を算定する。）

納付金

市個別の
事業費

（納付金以外）
・保健事業費
・条例減免

等

0.47億円

市町個別の公費等
（保険料以外）

・市町への保険者努力
支援交付金

・県繰入金 （2号分）
・一般会計繰入金 等

0.62億円

必要な
保険料総額
現年分の

収納必要額

標準保険料率
・医療分
・後期分
・介護分を
個別に算定

歳出 歳入

標準保険料
率の算定に
必要な保険
料
（賦課総

額）

収納率に
よる割戻
（97.31%）

8.63億円
（+1.26億円）

8.4億円
（+1.27億円）

8.54億
（+1.17億円）

標準保険料率 所得割 均等割 平等割

医療給付費分
7.10%

（+1.23）
【+1.65】

29,837円
（＋5,602）
【＋7,437】

20,464円
（+4,022）
【+4,464】

後期高齢者
支援金分

2.87%
（+0.38）
【＋0.42】

11,706円
（+1,701）

【＋1,806】

8,028円
（+1,241）
【+1,028】

介護納付金分
2.33%

（+0.10）
【+0.14】

12,009円
（+590）
【+609】

6,004円
（+331）
【+304】

現行税率 所得割 均等割 平等割

医療給付費分 5.45% 22,400円 16,000円

後期高齢者
支援金分

2.45% 9,900円 7,000円

介護納付金分 2.19% 11,400円 5,700円

※現行税率より医療給付費分、後期支援分、介護
分のいずれも増となった。

米原市の標準保険料率
県による
公表

※一般被保険者分

（ ）内は前年度の
本算定結果との差額

（ ）は前年度の本算定との差額
【 】は現行税率との差額

（２）米原市における仮係数での算定の概要③（標準保険料率の算定）

２ 県による令和５年度仮算定結果
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標準保険料率（R5） 被保険者数 所得割 均等割 平等割 賦課総額 1人当たり税額

医療給付費分 7,012人 7.10% 29,837円 20,464円 571,758,596円

後期高齢者支援金分 7,012人 2.87% 11,706円 8,028円 225,234,722円

介護納付金分 2,022人 2.33% 12,009円 6,004円 66,290,664円

計 863,283,982円 123,115円

標準保険料率（R4） 被保険者数 所得割 均等割 平等割 賦課総額 1人当たり税額

医療給付費分 7,113人 5.87% 24,235円 16,442円 474,841,513円

後期高齢者支援金分 7,113人 2.49% 10,005円 6,787円 196,618,533円

介護納付金分 2,089人 2.23% 11,419円 5,673円 65,515,095円

計 736,975,141円 103,610円

１人当たりの賦課額（軽減前）は現行税率から24,187円の増額
前年度（令和４年度）の標準保険料率による１人当たり税額からも19,505円
の増額

１人当たり保険税額の比較

※参考 直近改定前（引き下げ前）

現行税率（R4） 被保険者数 所得割 均等割 平等割 賦課総額 1人当たり税額

医療給付費分 7,113人 5.45% 22,400円 16,000円 443,556,454円

後期高齢者支援金分 7,113人 2.45% 9,900円 7,000円 195,142,782円

介護納付金分 2,089人 2.19% 11,400円 5,700円 64,972,553円

計 703,671,788円 98,928円

（法定軽減前）

（２）米原市における仮係数での算定の概要④ 標準保険料率（仮算定）の分析①

R2年度 所得割 均等割 平等割 1人当たり

医療分 6.36% 25,900円 19,100円 73,933円

後期分 2.18% 9,000円 6,600円 25,495円

介護分 1.90％ 10,000円 4,700円 28,367円

計 127,795円

２ 県による令和５年度仮算定結果
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【ケース①】 世帯構成４人

・50歳（給与年収：380万円（合計所得額：260万円））

・45歳（年収：0円）

・20歳（年収：0円） ・18歳（年収：0円）

現行税率 所得割 均等割 平等割 年税額

医療給付費分
5.45% 22,400円 16,000円

118,265円 89,600円 16,000円 223,800円

後期高齢者
支援金分

2.45% 9,900円 7,000円

53,165円 39,600円 7,000円 99,700円

介護納付金分
（40～64歳）

2.19% 11,400円 5,700円

47,523円 22,800円 5,700円 76,000円

計 (月当たり33,292円） 399,500円

R5標準税率 所得割 均等割 平等割 年税額

医療給付費分
7.10% 29,837円 20,464円

154,070円 119,348円 20,464円 293,800円

後期高齢者
支援金分

2.87% 11,706円 8,028円

62,279円 46,824円 8,028円 117,100円

介護納付金分
（40～64歳）

2.33% 12,009円 6,004円

50,561円 24,018円 6,004円 80,500円

計 (月当たり40,950円） 491,400円

年間差額：91,900円（7,658円/月）

【ケース②】 世帯構成２人

・68歳（年金年収：235万円（合計所得額：125万円））

・64歳（年金年収：108万円（合計所得額：48万円））

現行税率 所得割 均等割 平等割 年税額

医療給付費分
5.45% 22,400円 16,000円

47,415円 44,800円 16,000円 108,200円

後期高齢者
支援金分

2.45% 9,900円 7,000円

21,315円 19,800円 7,000円 48,100円

介護納付金分
（40～64歳）

2.19% 11,400円 5,700円

1,095円 11,400円 5,700円 18,100円

計 (月当たり14,533円） 174,400円

年間差額：43,000円（3,584円/月）

R5標準税率 所得割 均等割 平等割 年税額

医療給付費分
7.10% 29,837円 20,464円

61,770円 59,674円 20,464円 141,900円

後期高齢者
支援金分

2.87% 11,706円 8,028円

24,969円 23,412円 8,028円 56,400

介護納付金分
（40～64歳）

2.33% 12,009円 6,004円

1,165円 12,009円 6,004円 19,100

計 (月当たり18,117円） 217,400円

（２）米原市における仮係数での算定の概要 ④ 標準保険料率（仮算定）の分析② モデルケースによる比較

２ 県による令和５年度仮算定結果
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（２）米原市における仮係数での算定の概要⑥ 標準保険料率（仮算定）の分析④ 県における剰余金活
用の影響について

＋14.1%

基金等活用前

減

R4
R3 R4R3

（円） （円）

令和４年度本算定

前期高齢者交付金の大幅な減小
により納付金が14.1%上昇

基金等
22億円活用

基金等
8千円

前期高齢者交付金減小相当分を基金
等で補てんし、納付金の上昇を抑制

基金等活用後

＋2.７%
(保険料ベース）

令和５年度仮算定

減基金等
８千円

8千円

R4

増

R5

＋17.2%
(保険料ベース）

※仮算定：＋16% ※仮算定：＋2.8%
（保険料ベース）

２ 県による令和５年度仮算定結果
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収納率の反映および支え合いの拡大による激変に対する支援

激変緩和対
象額の満額
3.4千万円

激変緩和対
象額の2/3
2.9千万円

激変緩和対
象額の1/3
1.8千万円

：米原市への激変緩和措置（見込）額

（第２期滋賀県国民健康保険運営方針）

被保険者負担の急
激な上昇を抑制

R2年度

納付金等の算定方法の変更による被保険者の負担の上昇を抑制等するため、次の激変緩和措置を行う。
・納付金等の算定方法の変更（標準的な収納率の反映、新たに納付金算定および保険給付費等交付金の対象に
加えることに伴う負担増等）

・制度改革による激変緩和措置に対する経過措置

（算定方法の変更（収納率の反映、支え合いの経費、公費の拡大）による、被保険者の負担の軽減）

２ 県による令和５年度仮算定結果

（２）米原市における仮係数での算定の概要⑥ 標準保険料率（仮算定）の分析⑤ 県による激変緩和の
影響について
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医療費・被保険者数 推計結果（まとめ）

推
計
（
補
正
後
）

417,789円＋2.26％
（単年度）

８
月
末
実
績

254,374人

▲7,575人

推
計
（
補
正
後
）

106,274,684千円

399,511円

261,949人

（円）
（人）

107,446,113千円

（千円）
▲1,171,429千円

+2.15% 416,853円

２ 県による令和５年度仮算定結果
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（参考）直近の一人当たり医療費の動向

作成元データ『淡海ヒューマンネット』

令和３年度から引き続き増加傾向にあり、診療月によっては大幅な増になってい
る診療月もある。（Ｅx.令和４年５月診前年同月比 ＋6.0%）

令和３年度比 ＋1.7%

（３月診～７月診）
（円）
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【県剰余金活用による】令和５年度仮算定 市町村標準保険料率

県剰余金活用による米原市における納付金等の調整

仮算定結果（A）
剰余金活用後

（B）
（A）-（B） 伸び率

納付金総額 622,180,373円 611,260,160円 -10,920,213円 -1.76%

一人当たり納付金（医療分） 88,731円 87,173円 -1,558円 -1.76%

一人当たり標準保険料（医療分） 81,540円 79,940円 -1,600円 -1.96%

【標準保険料率】

仮算定結果
（A）

剰余金活用後
（B）

（A）-（B）

医療分

所得割 7.1% 6.96% -0.14%

均等割 29,837円 29,251円 -586円

平等割 20,464円 20,062円 -402円

後期支援
金分

所得割 2.87% 2.87% 0.00%

均等割 11,706円 11,706円 0円

平等割 8,028円 8,028円 0円

介護納付
金分

所得割 2.33% 2.33% 0.00%

均等割 12,009円 12,009円 0円

平等割 6,004円 6,004円 0円

令和4年度税率
（C）

（B）-（C）

5.45% 1.51%

22,400円 6,851円

16,000円 4,062円

2.45% 0.42%

9,900円 1,806円

7,000円 1,028円

2.19% 0.14%

11,400円 609円

5,700円 304円

３ 県剰余金活用による納付金の調整
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調整後の標準保険料率（仮算定）の分析 モデルケースによる比較

【ケース①】 世帯構成４人

・50歳（給与年収：380万円（合計所得額：260万円））

・45歳（年収：0円）

・20歳（年収：0円） ・18歳（年収：0円）

現行税率 所得割 均等割 平等割 年税額

医療給付費分
5.45% 22,400円 16,000円

118,265円 89,600円 16,000円 223,800円

後期高齢者
支援金分

2.45% 9,900円 7,000円

53,165円 39,600円 7,000円 99,700円

介護納付金分
（40～64歳）

2.19% 11,400円 5,700円

47,523円 22,800円 5,700円 76,000円

計 (月当たり33,292円） 399,500円

R5標準税率
（県調整）

所得割 均等割 平等割 年税額

医療給付費分
6.96% 29,251円 20,062円

151,032円 117,004円 20,062円 288,000円

後期高齢者
支援金分

2.87% 11,706円 8,028円

62,279円 46,824円 8,028円 117,100円

介護納付金分
（40～64歳）

2.33% 12,009円 6,004円

50,561円 24,018円 6,004円 80,500円

計 (月当たり40,467円） 485,600円

年間差額：86,100円（7,175円/月）

【ケース②】 世帯構成２人

・68歳（年金年収：235万円（合計所得額：125万円））

・64歳（年金年収：108万円（合計所得額：48万円））

現行税率 所得割 均等割 平等割 年税額

医療給付費分
5.45% 22,400円 16,000円

47,415円 44,800円 16,000円 108,200円

後期高齢者
支援金分

2.45% 9,900円 7,000円

21,315円 19,800円 7,000円 48,100円

介護納付金分
（40～64歳）

2.19% 11,400円 5,700円

1,095円 11,400円 5,700円 18,100円

計 (月当たり14,533円） 174,400円

年間差額：40,200円（3,350円/月）

R5標準税率
（県調整）

所得割 均等割 平等割 年税額

医療給付費分
6.96% 29,251円 20,062円

60,552円 58,502円 20,062円 139,100円

後期高齢者
支援金分

2.87% 11,706円 8,028円

24,969円 23,412円 8,028円 56,400円

介護納付金分
（40～64歳）

2.33% 12,009円 6,004円

1,165円 12,009円 6,004円 19,100円

計 (月当たり17,883円） 214,600円

３ 県剰余金活用による納付金の調整
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保険料水準の統一のイメージ

(円） (円）

４ 保険料水準統一に向けた取組
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保険料水準統一に向けたシミュレーション 納付金等の算定方法（実際ベース）

納付金

（共通経費）

医療給付費
等

（共通財源）
＋ −

国公費
等

県全体の
納付金

県全体の
納付金

負担能力に
応じて按分

①所得金額
②被保険者数
③世帯数
④収納率

負担能力に
応じた納付金

按分基準

市町個別
の調整

激
変
緩
和
等

算定
納付金

標準保険料

算定
納付金

（個別経費）

保健事業費
等

（個別財源）

特別交付金
必要な
保険料

収納率
標準
保険料

市町個別
の調整 同じ負担能力の

市町でも異なる。

※次頁参照

※次頁参照

滋賀県では医療費水準は納
付金算定に反映しない（第1
期国保運営方針で決定）。

４ 保険料水準統一に向けた取組
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保険料水準統一に向けたシミュレーション 納付金等の算定方法（統一ベースの前提条件）

納 付 金

（共通経費）

医療給付費
等

（共通財源）
＋ −

国公費
等

県全体の
納付金

県全体の
納付金

負担能力に
応じて按分

①所得金額
②被保険者数
③世帯数
④収納率

負担能力に
応じた納付金

按分基準

標準保険料

必要な
保険料

収納率 標準
保険料

同じ負担能力の
市町であれば同
じ保険料

負担能力に
応じた納付金

算定
納付金

（＝算定納付金）

（統一ベース）

個別経費 個別財源
（＋） （−）

激
変
緩
和
等

◎市町個別の納付金調整は行わず、県全体の納付金に加減算

◎保健事業等各市町で異なる経費を県で調整し、標準保
険料に差が生じないように調整

４ 保険料水準統一に向けた取組
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６ 本市における基金等活用による国保税率の調整①

21

（一人当たり国保税額）
（基金残高）

令和４年度 約1,600万円活用
令和５年度 約１億５千万円活用
令和６年度 約１億４千万円活用
令和７年度 約9,600万円活用

令和８年度 約5,800万円活用
令和９年度 約1,700万円活用
令和10年度 約300万円活用

今後の米原市における基金の活用見込 ※現在の推計では、令和10年度で基金は無くなる見通し。

【令和５年度は標準保険料率の伸び率見込（３％）の引上げとし、令和６年度以降段階的に引上げる場合】



６ 本市における基金等活用による国保税率の調整① モデルケースによる比較

【ケース①】 世帯構成４人

・50歳（給与年収：380万円（合計所得額：260万円））

・45歳（年収：0円）

・20歳（年収：0円） ・18歳（年収：0円）

現行税率 所得割 均等割 平等割 年税額

医療給付費分
5.45% 22,400円 16,000円

118,265円 89,600円 16,000円 223,800円

後期高齢者
支援金分

2.45% 9,900円 7,000円

53,165円 39,600円 7,000円 99,700円

介護納付金分
（40～64歳）

2.19% 11,400円 5,700円

47,523円 22,800円 5,700円 76,000円

計 (月当たり33,292円） 399,500円

R5標準税率
（県＋市調整）

所得割 均等割 平等割 年税額

医療給付費分
5.56% 23,351円 16,016円

120,652円 93,404円 16,016円 230,000円

後期高齢者
支援金分

2.45% 9,991円 6,852円

53,165円 39,964円 6,852円 99,900円

介護納付金分
（40～64歳）

2.19% 11,284円 5,642円

47,523円 22,568円 5,642円 75,700円

計 (月当たり33,800円） 405,600円

年間差額：6,100円（508円/月）

【ケース②】 世帯構成２人

・68歳（年金年収：235万円（合計所得額：125万円））

・64歳（年金年収：108万円（合計所得額：48万円））

現行税率 所得割 均等割 平等割 年税額

医療給付費分
5.45% 22,400円 16,000円

47,415円 44,800円 16,000円 108,200円

後期高齢者
支援金分

2.45% 9,900円 7,000円

21,315円 19,800円 7,000円 48,100円

介護納付金分
（40～64歳）

2.19% 11,400円 5,700円

1,095円 11,400円 5,700円 18,100円

計 (月当たり14,533円） 174,400円

年間差額：2,700円（225円/月）

R5標準税率
（市調整）

所得割 均等割 平等割 年税額

医療給付費分
5.56% 23,351円 16,016円

48,372円 46,702円 16,016円 111,000円

後期高齢者
支援金分

2.45% 9,991円 6,852円

21,315円 19,982円 6,852円 48,100円

介護納付金分
（40～64歳）

2.19% 11,284円 5,642円

1,095円 11,284円 5,642円 18,000円

計 (月当たり14,758円） 177,100円
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【令和５年度は標準保険料率の伸び率見込（３％）の引上げとし、令和６年度以降段階的に引上げる場合】



比較的税率の低い本市としては、令和５年度においては、可能な限り引き上げ幅を抑制し、県が想定し
ている一人当たり保険税額の伸び分のうち、一定部分（３％）を引き上げる。令和６年度以降も、統一が
予定されている目指すべき保険料（税）率（統一標準保険料）に向けて、積み立てている基金等を活用し
、被保険者負担の軽減を図りつつ、段階的な引上げを実施する必要があると考えられる。

仮算定による保険料総額は、現行税率で賦課した場合、約1億7,000万円程度不足が生じる見込み（改
正案のとおり賦課した場合、約１億5,000万円程度不足）。

・推計上、納付金を納付するために必要な金額として算定されている標準保険料率に税率改定する必要がある。
・一方で、本市の国保事業特別会計には、約５億円の基金等があり、剰余分は納税者に還元すべきである。

・令和６年度以降のできるだけ早い時期の保険料水準の統一に向けて、本市国保事業特別会計が保有する基金等（約
５億円）の状況を踏まえ、県から示された統一保険料ベースの保険料に推移するため、被保険者数や医療費の見込等
を基に、令和５年度以降、計画的に税率を引き上げていく必要がある。

・激変緩和は令和３年度から令和５年度までとされており、令和６年度以降は激変緩和は無くなる。

・県においては、前期高齢者交付金の増減により、保険税（料）の推移の年度ごとの増減を掴むことは困難とされて
いる。県では、第３期国保運営方針の策定の中で、前期高齢者交付金の変動リスク等を抑制し、年度間の保険料の変
動を調整するための必要額の基金への計画的な積立について、検討することとされている。

・物価高の折、新型コロナウイルス感染症の影響で景気の動向等が不透明な中、保険税率の引き上げは難しい。

７ 今後の方向性（標準保険料率への対応について（案））
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以上のことから、基金の保有・還元状況との均衡を図りつつ、目指すべき保険料（税）率を見据えて本
格的に統一に向けた税率改定を検討していくため、令和５年度の税率は、県による剰余金活用と合わせ
て、基金を活用して引き上げ幅を抑制したい。

７ 今後の方向性（保険料水準の統一に向けた動向を考慮した対応について（案））

標準保険料率（R5） 被保険者数 所得割 均等割 平等割 賦課総額 1人当たり税額

医療給付費分 7,012人 7.10% 29,837円 20,464円 571,758,596円

後期高齢者支援金分 7,012人 2.87% 11,706円 8,028円 225,234,722円

介護納付金分 2,022人 2.33% 12,009円 6,004円 66,290,664円

計 863,283,982円 123,115円

基金の活用で対応収納額が約1億5千万円不足する見込み

改正案（R5） 被保険者数 所得割 均等割 平等割 賦課総額 1人当たり税額

医療給付費分 7,012人 5.56% 23,351円 16,016円 447,476,241円

後期高齢者支援金分 7,012人 2.45% 9,991円 6,852円 192,234,722円

介護納付金分 2,022人 2.19% 11,284円 5,642円 62,290,663円

計 702,001,626円 100,114円

標準保険料率
（R5+県剰余金活用）

被保険者数 所得割 均等割 平等割 賦課総額 1人当たり税額

医療給付費分 7,012人 6.96% 29,251円 20,062円 560,536,509円

後期高齢者支援金分 7,012人 2.87% 11,706円 8,028円 225,234,722円

介護納付金分 2,022人 2.33% 12,009円 6,004円 66,290,664円

計 852,061,895円 121,515円
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７ 今後の方向性（保険料水準の統一に向けた動向を考慮した対応について（案））

今後の米原市における基金の活用見込

※現在の推計では、令和10年度で基金は無くなる見通し。

令和５年度 約１億５千万円活用

Ｒ３年度末の剰余金保有額 約5億円（一人当たり約6.6万円：県全体の一人当
たり剰余金保有額約３万円に比して約3.7万円多い）※今年度末には利息が生じ、令和４年度比

で約70万円程度増となる見込み。

令和６年度 約１億４千万円活用

令和７年度 約9,900万円活用

令和８年度 約6,300万円活用

令和９年度 約2,300万円活用

令和10年度 約5,900万円活用
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令和3年度～
〇県は、統一保険料算定方式で納付金・保険料を算定する。
〇県は、算定方法の変更に伴う激変緩和を実施する。
〇市町は、決算補填等目的の法定外繰入をすることはできなくなる。

〇県は、19市町同じ条件で算定した「標準保険料」を示す。
〇市町は、県が示した「標準保険料率」を「市町保険料率」として決定する。

令和6年度以降のできるだけ早い時期～

７ 今後の方向性（保険料水準の統一に向けた動向を考慮した対応）

滋賀県第２期国民健康保険運営方針より
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補足事項

この資料は、県から示された仮係数による算定結果をベースとして作成しています。

本係数による算定結果は、令和５年1月上～中旬に示される予定であり、係数の変動に伴
い数値（納付金額や標準保険料率等）の増減も見込まれます。

しかし、数値の極端な増減の可能性は低いと考えられることから、令和５年度の税率の方向
性としては、この資料を基に決定させていただきたいと考えています。
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【参考】米原市の国民健康保険税率の推移

備考

所得割
（％）

資産割
（％）

均等割
（円）

平等割
（円）

平等割（特
定世帯）
（円）

平等割（特
定継続世
帯）（円）

所得割
（％）

資産割
（％）

均等割
（円）

平等割
（円）

平等割（特
定世帯）
（円）

平等割（特
定継続世
帯）（円）

所得割
（％）

資産割
（％）

均等割
（円）

平等割
（円）

料率改定
を実施

Ｒ５年度　税率
（案） 5.56 23,351 16,016 8,008 12,012 2.45 9,991 6,852 3,426 5,139 2.19 11,284 5,642

令和４年度 5.45 22,400 16,000 8,000 12,000 2.45 9,900 7,000 3,500 5,250 2.19 11,400 5,700

令和３年度 5.45 22,400 16,000 8,000 12,000 2.45 9,900 7,000 3,500 5,250 2.19 11,400 5,700 ○

令和２年度 6.36 25,900 19,100 9,550 14,325 2.18 9,000 6,600 3,300 4,950 1.90 10,000 4,700

令和元年度（平
成31年度） 6.36 25,900 19,100 9,550 14,325 2.18 9,000 6,600 3,300 4,950 1.90 10,000 4,700

平成30年度 6.36 25,900 19,100 9,550 14,325 2.18 9,000 6,600 3,300 4,950 1.90 10,000 4,700 ○

平成29年度 6.90 26,900 21,600 10,800 16,200 2.80 9,000 7,200 3,600 5,400 2.00 9,200 5,000

平成28年度 6.90 26,900 21,600 10,800 16,200 2.80 9,000 7,200 3,600 5,400 2.00 9,200 5,000

平成27年度 6.90 26,900 21,600 10,800 16,200 2.80 9,000 7,200 3,600 5,400 2.00 9,200 5,000

平成26年度 6.90 26,900 21,600 10,800 16,200 2.80 9,000 7,200 3,600 5,400 2.00 9,200 5,000

平成25年度 6.90 26,900 21,600 10,800 16,200 2.80 9,000 7,200 3,600 5,400 2.00 9,200 5,000

平成24年度 6.90 26,900 21,600 10,800 2.80 9,000 7,200 3,600 2.00 9,200 5,000 ○

平成23年度 6.70 8.40 24,300 19,800 9,900 2.30 2.80 8,100 6,600 3,300 1.80 2.50 8,200 4,500 ○

平成22年度 5.20 13.60 23,700 19,700 9,850 2.00 5.10 8,400 7,000 3,500 1.50 4.90 8,600 4,700 ○

平成21年度 3.90 21.00 20,500 15,700 7,850 1.60 6.00 7,700 5,800 2,900 1.20 8.00 8,500 4,600

平成20年度 3.90 21.00 20,500 15,700 7,850 1.60 6.00 7,700 5,800 2,900 1.20 8.00 8,500 4,600

医療分 介護分後期支援分


